
令和７年６月 12 日 

書類審査に係る質問の回答書 
 

件名：令和７年度横浜市みんなのおでかけ交通事業の効果検証に係るデータ取得等業務委託 

 
No. 質問 回答 

１ 様式 1～9 の提出書類に関して代表者印の記
載がある様式２のような書類と記載ない様
式書類がありますが、記載ない様式書類に関
しては捺印不要の理解でよろしいでしょう
か。もし必要な場合はどのような捺印となり
ますか。 

１社での提案の場合は、様式２のみ代表者印を押印して
ご提出ください。 
共同提案をいただく場合は、幹事者の代表者印を押印し
た様式１-１及び様式２と、幹事者以外の共同提案者そ
れぞれの代表者印を押印した様式１-２をご提出くださ
い。 
（メールで送付いただく際は、代表者印を押したものを
スキャンし、PDFで提出をお願いします。） 
様式３～９は押印不要です。 

２ 共同提案の場合の応募資格において、「ア 構
成員の数は、６者以内であること。」と記載が
ありますが、これに関しては６社か６人かい
ずれの理解とすればよろしいでしょうか。 

６社となります。 

３ 共同提案の場合についての実績は会社ごと
かまとめた形になるのか、またその場合の評
価方法はどのような判断となりますか。 

共同提案の場合も、業務実績確認書（様式３）への過去
の実績の記載は、最⼤３件となります。 
会社ごとではなく共同企業体として、幹事者及び共同提
案者の実績の中で、提案書作成要領３（１）ウにあては
まる代表的な実績を最大３件選択し、記載してくださ
い。 
業務実績確認書（様式３）に記載頂いた実績の内容を、
提案書評価基準の「１ 業務経歴（１）、（２）」で評価し、
審査を⾏います。 

４ 事務局により審査を行うとのことですが、あ
らかじめ提案資格ありと認める事業者数が
決まっており、相対評価にて資格有無を決定
するのか、絶対評価にて（例：一定以上の得
点を獲得した事業者にはすべて提案資格が
与えられる）決定するのかご教示ください。 

評価については、提案書評価基準の「１ 業務経歴（１）、
（２）」を用い、絶対評価により点数を付けます。 
応募多数となった場合に、上記で付けた点数を用い、相
対評価で提案に進める者を決定します。 
 



５ 書類審査により獲得した得点は、提案審査に
おいて獲得した得点と合算し評価されると
いう理解に相違ないでしょうか。 

ご認識のとおりです。 
 
 

６ 提案書評価基準 1「業務履歴」の（2）につ
いて、評価基準が「具体的な課題改善に寄与
した実績であるか否か」と設定されています
が、当該エリアの自治体等に対しての課題解
決に向けた改善提案や改善に関する方向性
の提示は「実績あり」とみなされるのでしょ
うか。 
 

同種の業務からどんな知見が得られたか、その知見がど
う活用され、具体的な課題の改善が図られたかを記載さ
れることを期待しています。 
ご質問にある改善提案や方向性の提示が、「具体的な課
題改善に寄与した実績であるか否か」については、内容
を確認し評価します。 
なお、課題の解決とはデータ取得方法だけではなく、移
動に関する地域課題の解決も含みます。 

７ 提案書作成要領：３ 参加資格（１）応募者資
格 ウ（実績）について、一連の「交通関係の
利⽤者データの取得」と「BI ツールによるダ
ッシュボードの構築・運⽤」が別業務として
発注され、それぞれ当社が受注している場
合、様式３は１ページに２業務分の内容をま
とめて記載すべきでしょうか。 

１契約を１業務分とし、１業務ごとに実績を記載してく
ださい。 
２業務を１ページにまとめないでください。 

 


